
平成２１年３月１８日 

各  位 

証券会員制法人 福岡証券取引所 

市 場 部 

 
パブリック・コメントの実施について 

 
本所は、下記の要領で、パブリック・コメントの募集（規制の設定又は改廃についてのご意見募集）

を実施することといたしましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．パブリック・コメントの内容 

「株券等の５日目決済及び期間売買停止の廃止について」 

 

２．意見提出方法等 

（１）提出期限：平成２１年４月７日（火） 

（２）提出方法：郵便、ファクシミリ、E－Mａｉｌ 

（３）提 出 先  

  ① 住 所：〒810－0001  福岡市中央区天神２－１４－２                 

                 証券会員制法人 福岡証券取引所 総務部              

  ② ＦＡＸ：０９２－７１３－１５４０ 

  ③ Ｅ‐Mail：pc@fse.or.jp 

 

３．公表資料の入手方法 

本所ホームページ（URL  http://www.fse.or.jp/）及び本所窓口での配布 

 

４．意見等処理方法 

  平成２１年４月８日（水）以降、本所ホームページに掲載いたします。 

以 上 

 

【問い合わせ先】 

  証券会員制法人 福岡証券取引所 市場部 

       ＴＥＬ（０９２）７４１－８２３１

 



株券等の５日目決済及び期間売買停止の廃止について 

 

平成２１年３月１８日 
証券会員制法人  福岡証券取引所 

 
Ⅰ 趣旨 
 現在、有価証券の普通取引においては、原則として売買日から起算して４日目の日に決済を行う取扱い（以下「４日目決済」といいます。）としていま

すが、基準日等が設定される場合には、株主確定等のため、売買日から起算して５日目の日に決済を行う取扱い（以下「５日目決済」といいます。）とし

ています。しかし、株券電子化により株券の名義書換が不要となるなど、基準日等の日に決済を行うことが可能となっています。 
また、株券電子化前においては株式併合又は株式分割に伴い株券提出が行われる場合には、価格形成上の問題及び受渡し事務上の問題を回避するため、

売買停止（以下「期間売買停止」といいます。）が行われてきましたが、株券電子化後は株券提出は行われないこととなります。 
これらについては、「株券電子化に伴う制度整備について」（平成２０年６月２日付）において株券電子化への安定的な移行を確認した上で改めて対応

を検討することとしていましたが、証券取引の清算・決済システムに関する合同ワーキング・グループ（※１）において、平成２１年１１月を目標として

廃止の準備を進めるべきとの検討結果が取りまとめられた（※２）ことを踏まえ、本所において所要の制度改正を行うこととします。 
 

（※１）証券取引の清算･決済システムの継続的な改善を図るため、清算･決済制度のインフラストラクチャーを担う機関である株式会社日本証券クリアリング機構、株式会社証券

保管振替機構及び株式会社東京証券取引所が合同で設置したワーキング･グループ。上記機関３社のいずれかの参加者である証券会社、金融機関１４社がメンバーとなっている。 
（※２）「５日目決済の廃止等に係る検討結果」（平成２０年１２月１８日付） 

 
Ⅱ 制度概要 

項 目 内 容 備 考 
１．株券等の５日目決

済の廃止について 
 

・ 株券、新株予約権証券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券及び

日経３００株価指数連動型上場投資信託の受益証券の普通取引について、

５日目決済を廃止し、４日目決済に一本化することとします。 
 

・ 普通取引について、配当落又は権利落とする

期日は、権利確定日の２日前（休業日を除き

ます。以下日数計算において同じ。）の日（権

利確定日が休業日に当たるときは、権利確定

日の３日前の日。）とします。 

・ 株式併合等により株式数が増減する場合の

権利確定日に株式会社証券保管振替機構（以

下「保振」といいます。）において行われて

いる振替制限は撤廃され、また増減後の株式

数の申告（新株式数申告）の端末入力時限の



項 目 内 容 備 考 
延長が検討される予定です。 

・ 合併、株式移転、株式交換又は会社分割によ

り上場廃止となる場合の上場廃止日は効力

発生日の３日前の日とします。 

・ 債券（転換社債型新株予約権付社債券を含

む。）については、保振において利払いに伴

う振替制限が行われるため、当面現行どおり

の取扱いとします（4日目決済への一本化は
行いません。）。 

２．期間売買停止の廃

止について 
（１）期間売買停止の

廃止について 
 
 
 
（２）期間売買停止の

廃止後の売買単位変

更日について 

 
 
・ 株式（優先出資、受益権及び投資口を含む。）の併合又は株式の分割等

と同時に単元株式数が増加する場合若しくは単元株式数についての定款の

定めが設けられる場合に行っている期間売買停止を廃止することとしま

す。 
 
・ 期間売買停止の廃止後は、株式併合等の効力発生の日の 3日前の日から、
普通取引の売買単位を株式併合等の効力発生後の単元株式数（会社が単元

株式数を定めないときは１株）とします。 
 

 
 

・ 現在期間売買停止の期間は、株式併合等の効

力発生の日の４日前の日から効力発生の日

の前日までとしています。 
 
 

・ 当日決済取引の売買単位についても、普通取

引と同一の取扱いとします。 
・ 新売買単位を適用する初日における普通取

引の基準値段は、株式併合等の比率にしたが

って調整された値段、当日決済取引の基準値

段は、調整前の値段となります。 
 
Ⅲ 実施時期 
 平成２１年１１月を目途に実施します。 

 
以 上 


